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  令和８年３月３０日 

                   香芝市長 三 橋 和 史      

香芝市規則第１３号 

   香芝市コミュニティバスの運行に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

 香芝市コミュニティバスの運行に関する条例施行規則（平成２８年規則第３

６号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「乗車時に、現金により」を「乗車する際に」に改める。 

 別表中「白鳳台西」を「香芝市スポーツ公園 白鳳台西」に、「下之寺」を

「志都美小学校前」に、「香芝高校前」を「香芝高校」に、「逢坂八丁目」を

「穴虫二上」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


